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 政治資金規正法（昭和 23年法律第 194 号）第 12 条第１項の規定による政治

団体の収支に関する報告書について、佐賀県土地改良政治連盟から令和５年 12

月１日及び令和６年１月９日に訂正の報告があったので、令和５年 11月 30 日

付け佐賀県公報で公表した政治団体の収支に関する報告書の要旨（令和４年分）

の一部を次のとおり訂正する。 

  令和６年１月 26 日 

      佐賀県選挙管理委員会委員長  大  川  正 二 郎    

 総括表の佐賀県土地改良政治連盟の項中「2,403,121」を「2,416,781」に、

「1,594,545」を「1,608,205」に、「1,744,608」を「1,755,268」に、「658,513」

を「661,513」に、「41,765」を「55,425」に、「859,038」を「856,038」に、「55,418」

を「69,078」に、「1,064,456」を「1,075,116」に改める。 


